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午前 10時 00分開議

〇議長（中野 勝寛君）

おはようございます。ただいまの出席議員は１６名で定足数に達しておりますので、こ

れより会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付しておりますので、ご了承をお願いいたします。

なお、本日の議案等の朗読は、省略したいと思いますので、ご了承をお願いいたします。

────────────・────・────────────

日程第１．認定第１号

日程第２．認定第２号

日程第３．認定第３号

日程第４．認定第４号

日程第５．認定第５号

日程第６．認定第６号

日程第７．認定第７号

日程第８．認定第８号

日程第９．認定第９号

〇議長（中野 勝寛君）

これより、日程第１、認定第１号から日程第９、認定第９号までの令和６年度各会計決

算認定９件を一括議題とし、各常任委員長の報告を求めます。

まず、大和永治総合政策委員長。

〇総合政策委員長（大和 永治君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております認定第１号のうち、総合政策委員

会に付託されました所管部分及び認定第５号について審査を行いましたので、その概要と

結果をご報告申し上げます。

はじめに、認定第１号、令和６年度中間市一般会計歳入歳出決算認定について申し上げ

ます。

一般会計の歳入歳出の差引額は、１１億５，３２４万４，５５８円の黒字決算となって

おります。

歳入の主なものに関して、普通交付税と特別交付税とを合わせた地方交付税の収入済額

は５６億７，６４６万３，０００円で、前年度と比較して２億２，７５３万円の増額とな

っています。また、地方交付税を補完する臨時財政対策債の借入額は３，０４１万５，０００円

で、前年度と比較して２，９９４万４，０００円の減額となっています。

次に、歳出の主なものに関しまして、義務的経費について、人件費においては、給与の

増額改定や職員数の増加等により、前年度と比較して１億６，２６２万１，０００円の増

額となっています。
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公債費におきましては、前年度と比較して８８０万８，０００円増額となる１１億２，

４１４万７，０００円となっています。主な事業としましては、総務費におきまして、個

人版のふるさと納税制度による寄附金収入が２億４，３５５万８，０００円と前年度と比

較して１億６，０５６万３，０００円の減額となったことに伴い、ふるさと納税管理業務

に係る経費が８，７７１万１，６１１円減額の１億１，６６１万８，９４３円となってい

ます。

教育費におきましては、ＩＣＴを活用した教育改革の一環として導入された統合型校務

支援システム委託料として２，４３０万３，０７０円が、また、物価高騰による保護者の

経済的負担を軽減するため、小中学校の給食費の値上げ分を緊急的に補助する学校給食費

緊急支援事業補助金として１，３６２万８，７８０円がそれぞれ支出されています。

令和６年度末における普通会計の基金残高は、前年度から７億６，２９１万８，０００円

増額の８４億９，３６９万８，０００円となり、５年連続の増額となっています。

一方、地方債残高は、前年度から８億１，２４３万６，０００円減額となる９４億１９万

９，０００円となり、３年連続の減少となっています。

また、地方財政健全化法に基づく各指標につきましては、将来負担比率は前年度に引き

続き、将来負担なしとなっています。一方、実質公債費比率は、前年度から０.２ポイント

悪化の４.２％、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は前年度から１.６ポイント悪化し、

９５.３％となっています。

次に、認定第５号、令和６年度中間市公共用地先行取得特別会計歳入歳出決算認定につ

いて申し上げます。

令和６年度も新たな用地の取得はなく、収入支出とも生じておりませんでした。

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。

最後にそれぞれ採決いたしました結果、認定第１号及び認定第５号はいずれも全員賛成

で、原案どおり認定すべきであると決した次第であります。ご審議のほどよろしくお願い

申し上げまして、委員長の報告を終わります。

〇議長（中野 勝寛君）

次に、下川俊秀市民厚生委員長。

〇市民厚生委員長（下川 俊秀君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております認定第１号のうち、市民厚生委員

会に付託されました所管部分並びに認定第２号、認定第３号、認定第６号及び認定第７号

の各会計歳入歳出決算認定について審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し

上げます。

はじめに、認定第１号、令和６年度中間市一般会計歳入歳出決算認定について申し上げ

ます。

まず、歳入の主なものとして、市税収入が４１億３５７万１，５４９円となり、前年度
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と比較して１億５，９９９万８，９００円の減額となっています。この減額の主なものの

一つについては、令和６年度税制改正による定額減税の影響を受けたもので、これを補塡

する地方交付金として、定額減税減収補塡特例交付金の収入額が１億４，８７０万円とな

っています。

また、市税徴収率については、固定資産税及び軽自動車税に加え、住民税、国民健康保

険税において、全国の共通納税対応金融機関での納付が可能となり納付利便性が向上して

いるものの、前年度から０.２ポイント低下しており、９７.５％となっています。

次に、歳出の主なものとして、民生費において、令和５年度から繰越事業として市民税

非課税世帯に対して７万円、同じく市民税均等割のみ課税世帯に対して１０万円、さらに

対象世帯の１８歳以下の子ども一人当たり５万円を加算して給付される物価高騰緊急支援

給付金として、合計２，７８７万円が支給されています。

また、令和６年度に新たに市民税非課税となる世帯及び市民税均等割のみ課税世帯に対

し１０万円、さらに対象世帯の１８歳以下の子ども一人当たり５万円を加算して給付され

る物価高騰緊急支援給付金として合計１億４１５万円が支給されています。加えて、令和

６年度の市民税非課税世帯に対して３万円、その対象世帯の１８歳以下の子ども一人当た

り２万円を加算して給付する物価高騰緊急支援給付金として、合計２億６７３万円が支給

されています。

討論において、「保育士の配置基準が改定されたが、諸外国と比べると劣っているため、

改善を求める。また、マイナンバーカードの交付について、個人情報漏えいの問題が全国

で起こっているため、チェック機能の不備のままに進めるやり方には反対する。」との意

見がありました。

次に、認定第２号、令和６年度中間市特別会計国民健康保険事業歳入歳出決算認定につ

いて申し上げます。

歳入総額は４５億５，９２６万３７７円、また、歳出総額は５１億３，０１５万８，３８２円

で、差引額は５億７，０８９万８，００５円の赤字となっております。前年度繰上充用金

６億６，０６６万２，１９７円を除く単年度決算については、８，９７６万４，１９２円

の黒字決算となっています。

なお、黒字決算の要因は、歳入において、療養費等に充当される普通交付金が過大交付

となったことによるもので、この過大交付分は令和７年度に精算する予定となっておりま

す。

討論において、「福岡県の累積赤字の半分を中間市が占めているため、累積赤字の解消

と保険税の負担軽減を図るという観点から見直しを求めて、この決算認定については反対

する。」との意見がありました。

次に、認定第３号、令和６年度中間市住宅新築資金等特別会計歳入歳出決算認定につい

て申し上げます。
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歳入総額は、貸付金元利収入等７８万８，６０４円、歳出総額は、繰上充用金等３億１，

８７１万３，３９０円で、差引額は３億１，７９２万４，７８６円の収入不足となってい

ます。

次に、認定第６号、令和６年度中間市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

申し上げます。

保険事業勘定の歳入総額は５２億９，４９５万６，５０８円、歳出総額は５０億３，０３３万

７，１４４円で、差引額２億６，４６１万９，３６４円の黒字となっています。

歳入の主なものは、国庫支出金１２億７，９００万３，７７６円、支払基金交付金１２億

６，１５９万円、また、介護保険料は９億１，７４２万５，３８２円で、前年度と比べ、

５，０５５万７，４４３円の減収となっています。

歳出の主なものは、保険給付費４３億８，４５９万２，６２２円で、前年度と比べ、要

介護認定者数はほぼ横ばいであるものの、居宅介護サービスの利用者数が増加したことや、

介護報酬改定により介護給付費が増加したことにより、率にして３.０％の増加となってい

ます。

また、介護サービス事業勘定の歳入総額は４，６２５万１，５３３円、歳出総額は３，

０７９万７，８３８円で、差引額は１，５４５万３，６９５円の黒字となっています。

討論において、「介護保険料について、３０６円の引下げは実施されたが、累積黒字の

状況から見て、月１，０００円の引下げができたと思う。今後、そうした配慮も求めて、

意見を付して賛成する。」との意見がありました。

次に、認定第７号、令和６年度中間市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て申し上げます。歳入総額は９億６，８８９万５，３１５円、歳出総額は９億４，６６９万

１，４５９円で、差引額は２，２２０万３，８５６円の黒字となっています。

歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料６億９，２２９万１，７９８円で、前年度と

比べ７，６７３万３，９８２円の増収となっています。

歳出の主なものは、事務費及び徴収した保険料として、福岡県後期高齢者医療広域連合

への納付金９億２，４１３万６，６６１円となっています。

討論において、「後期高齢者医療保険制度そのものが矛盾を持った制度だと思うため、

この決算認定については反対する。」との意見がありました。

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。

最後にそれぞれ採決いたしました結果、認定第１号、認定第２号及び認定第７号につい

ては賛成多数、認定第３号、認定第６号については全員賛成で原案どおり認定すべきと決

した次第であります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げまして、委員長の報告を終わ

ります。

〇議長（中野 勝寛君）

次に、田口善大産業消防委員長。



- 149 -

〇産業消防委員長（田口 善大君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております認定第１号のうち、産業消防委員

会に付託されました所管部分並びに認定第４号、認定第８号及び認定第９号について審査

を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。

まず、認定第１号、令和６年度中間市一般会計歳入歳出決算認定について申し上げます。

歳入の主なものは、土木使用料として、市営住宅及び中鶴地区の地域優良賃貸住宅の住

宅使用料並びに各駐車場使用料が１億１，２６５万６，８０７円、土木費国庫補助金とし

て、中鶴地区建替え事業に伴う補助金が７，７７６万６，０００円、池田団地改修工事に

伴う交付金等の社会資本整備交付金が３，７７７万３，０００円、道路橋りょう費補助金

として橋りょう点検委託料及び橋りょう補修工事に伴う道路メンテナンス事業補助金が２，

９１８万９，０００円となっております。

次に、歳出の主なものは、総務費では、住宅交通政策費において市内乗り合いタクシー

や、西鉄・筑鉄の運行維持費補助、中古住宅購入、解体、リフォーム補助金等に３，９７２万

９，０２９円が支出されております。

商工費では、商工業振興費において、中間商工会議所運営費補助金、地域経済活性化対

策補助金、中間市特産品開発等補助金に９，１８３万４，２７３円が支出されております。

土木費では、都市計画総務費において、塘ノ内砂山線街路事業に伴う地元負担金等に４，

３９９万４，５０６円が、住宅建設改良費において旧中鶴公営住宅解体工事、県営中鶴団

地歩道整備工事、池田団地外壁改修工事に２億２０５万４，６００円がそれぞれ支出され

ております。

また、道路維持費において、道路舗装及び側溝の修繕料に３，７５８万２，１２５円が、

道路新設改良費において市道舗装補修工事、御座ノ瀬１号線法面対策工事、橋りょう改修

工事等に１億１，２０７万５，７００円が支出されております。

次に、認定第４号、令和６年度中間市地域下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て申し上げます。

歳入の主なものは、一般会計繰入金が１，０６３万４，５５３円、地域下水道施設改良

等基金からの繰入金が２，５０１万円、国庫補助金として社会資本整備総合交付金が３，

１４２万１，０００円となっております。

歳出の主なものは、中鶴団地下水処理場解体撤去に係る工事請負費として６，８４２万

９，９００円が支出されております。その結果、歳入歳出の差引額は０円となり、令和６年

度末をもって会計閉鎖されております。

次に、認定第８号、令和６年度中間市公共下水道事業会計利益の処分及び決算認

定について申し上げます。

まず、利益の処分につきましては、処分を行わず、当年度未処分利益剰余金１，５４９万

８，１５２円を全額令和７年度に繰り越すものとなっております。
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次に、決算につきまして、収益的収入の主なものといたしまして、下水道使用料が４億

６，１０５万８，０５６円で、一般会計からの雨水対策に係る負担金が４，３５６万４，

０００円、雨水処理以外の補助金の決算額が、４億６，１９４万６，０００円となってお

ります。

収益的支出の主なものとして、遠賀川下流浄化センターでの下水処理に係る負担金とし

て３億２，７０７万２，６５８円となっており、令和５年度より６３０万７，８５５円ふ

えておりますが、これは有収水量が増加したことに伴うものでございます。

なお、収益的収支では、２２２万５，６３５円の黒字決算となっております。

次に、資本的収入の主なものとして、企業債が総額４億２，２００万円、国庫補助金が

２億２６２万５，０００円、下水道受益者負担金が３，０９０万４，３００円、一般会計

出資金が９，８４９万円となっております。

また、資本的支出の主なものとして、管渠建設費のうち下水道管の新規整備に係る工事

請負費が４億２，４１９万８，９０１円、流域下水道建設負担金が５，４７４万１，９８７円、

企業債償還金が５億２，８２３万９，２９９円支出されております。

なお、資本的収支では、３億７，１４３万８，３７０円の不足が生じましたが、当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益

勘定留保資金等で全額補塡されております。

次に、認定第９号、令和６年度中間市水道事業会計利益の処分及び決算認定につ

いて申し上げます。

まず、利益の処分につきまして、当年度未処分利益剰余金２億１，２３２万７，０９０円

のうち、１億８０７万９，５２０円を資本金に組み入れる予定としており、残余１億４２４万

７，５７０円が繰り越されております。

次に、決算におきまして、収益的収入の主なものは、給水使用料等が７億８，８８２万

９，０４５円、新築等に係る口径別納付金が１，０９２万５，０００円、中間市及び遠賀

町からの下水道使用料の徴収事務受託金が３，０１０万７，７６８円となっております。

収益的支出の主なものは、営業費用において、浄水場施設運転等監理業務費等に７，

５８６万７，７６４円が、浄水用薬品費に５，５１２万６，９０２円が、配水管漏水修繕

工事等に４，０１７万３，０００円が支出されております。

なお、収益的収支では、２，１７９万８，０４３円の純損失となっております。

次に、資本的収入の主なものとして、浄水池整備事業及び配水管整備事業に係る企業債

が総額５億３，０００万円となっております。

また、資本的支出の主なものとして、配水施設改良費のうち、配水管布設替等工事費に

３億９，４７２万２，０００円が支出されております。その結果、資本的収支では４億３，

４５６万５，９８１円の不足が生じておりますが、当年度分損益勘定留保資金等で全額補

塡されております。



- 151 -

以上が、当委員会に付託されました認定４件の概要であります。

最後にそれぞれ採決いたしました結果、認定第１号及び認定第４号については全員賛成

で原案どおり認定すべき、認定第８号及び認定第９号については全員賛成で原案どおり可

決及び認定すべきと決した次第であります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げまして、

委員長の報告を終わります。

〇議長（中野 勝寛君）

これより質疑に入ります。

ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論はありませんか。田口澄雄議員。

〇議員（７番 田口 澄雄君）

日本共産党の田口澄雄です。

決算認定のうち、認定第１号、認定第２号、認定第７号、認定第９号については反対を

いたします。また、認定第６号については意見を付しての賛成といたします。

まず、認定第１号、令和６年度中間市一般会計歳入歳出決算認定について、反対意見を

申し述べます。

最初に、職員の人事評価制度についてです。不当な人事評価によって職員間に競争と格

差をもたらし職場の和を壊すこと、このような制度運営には反対です。即刻中止を求めま

す。

次に、財政運用についてです。中間市の財政運用は余りにも異常です。全国的には、税

収と交付税の合計である標準財政規模の１０から２０％をためるような指導がなされ、そ

のような結果となっていますが、中間市は約１００億円の標準財政規模に対して７０％の

ため込みとなっています。しかも、令和２年度からの約５年間という短期間に一気にため

込まれました。そして、今後もさらにため込まれようとしています。このような市民生活

無視の財政運用はやめるべきです。今、市民生活は急激な物価高騰の中で疲弊をしていま

す。そこに目を向けた市民本位の財政運用を求めます。

次に、生活保護費の問題です。生活保護費の引下げについての違法であるとの最高裁判

決が出ましたが、今の生活保護費は憲法の保障する「健康で文化的な最低限度の生活」に

は余りにも少ない上に、さらに輪をかけてこの間、一方的な引下げが実施をされてきまし

たが、２０１２年の安倍自民党が政権に返り咲く前の選挙公約のためのようであります。

１０％の引下げを掲げていました。これを実行したが違法だというのが今回の判決の内容

であります。国は、謝罪とその損失補塡を早急に実施すべきだと考えます。

次に、保育所の問題です。保育士の配置基準の改正が、実に７７年ぶりになされました
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が、例えばヨーロッパでは、３歳以上では１０人に１人、中国でも３歳以上では１５人に

１人と言われていますが、日本の場合は、３歳児で１５人に１人、４歳以上は２５人に１人

であり、これがまた改正前の３歳児１５人に１人と４、５歳児３０人に１人というのが、

期間の定めのない経過措置として、従前の基準での運営も可能とされています。これでは、

余りにも不十分です。園児のバス事故を引き起こした市として、保育に向かう姿勢として、

市としての特別の配慮を求めます。

次に、マイナンバーカードについてです。市民課において、マイナンバーカードの交付

事務が行われていますが、個人情報の漏えいの危険性が高い上に、これに対するチェック

機能や自己の情報の使われ方に対する個人への通知等の自己情報コントロール権の保障も

ありません。もともとデジタル関連法案に個人情報保護の文言が、まずありません。先行

した諸外国では、そのことに対しての厳しい対応がなされています。国に対しての制度の

再考を求めると同時に、市としての慎重な対応を求めます。

次に、学校給食費の無償化が１０月から実施されます。質を落とさない運用を求めます。

また、全ての学校の給食が民間委託となっています。給食内容の質の確保と災害の緊急

時の対応を考えれば、元の直営に戻すべきだと考えます。

次に、石油貯蔵施設立地対策等交付金を使って各種消防用備品を購入していますが、こ

の交付金のもとになっているのは、白島石油備蓄基地への協力金です。２０１７年に福智

山断層の地震の危険性が、政府の地震調査研究本部により主要格上げという形で発表され

ています。もし、福智山断層で地震が起こった場合、白島備蓄基地の大爆発の危険性があ

ります。地震等で基地に対する電源の供給が止まれば、たまった揮発性のガスにより、即

大爆発を起こします。ここは備蓄と言いながら、いまだに１回も使ったことがありません。

昨今のエネルギーと気象の問題から見ても再考すべきときに来ています。中間市としては、

こうした協力金頼みの備品購入はやめて、中間市の一般会計予算からの支出をし、備蓄基

地の撤去を求める態度に変えるべきだと思います。

以上が、一般会計の歳入歳出決算認定についての反対意見であります。

次に、認定第２号、令和６年度中間市特別会計国民健康保険事業歳入歳出決算認定につ

いて、反対意見を申し述べます。

２０１７年度（平成２９年度）からの８年間で、赤字決算は令和５年度の１年のみであ

り、平均するとこの８年間は、毎年８，３００万円の黒字となりました。これによってか

つての累積赤字は半減をいたしました。国民健康保険税は、かつての我が国の賃金ピーク

の１９９６年（平成８年度）に比べますと、市民収入は実に１０％近くも減少しているの

に対して、一方の国保税は所得割で１１％が１３.７％、均等割で１万６，０００円が実に

４万３００円、平等割では２万１，０００円が３万５，８００円と約倍近い引上げとなっ

ています。しかも、この間の壮絶な物価高騰の中で、それを超える勢いでの引上げであり

ます。到底容認できる状況ではないと思います。
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国民健康保険制度は、低所得者や失業者の多い制度です。今の国保税は、こうした加入

実態からすると、はるかにその支払い能力を超えています。今回の決算時点では、累積赤

字が６億６，０００万円ほどありますが、これは近隣周辺では実施をされている法定外繰

入を中間市ではほとんどやってこなかったことの結果であり、何十年も前の国保の運営で

生じた赤字を、現在の構成員で穴埋めをするというやり方には問題があるのではないでし

ょうか。

国民健康保険は、高齢になると他の医療保険からの移行でかなりの市民が加入させられ

る制度であります。決して国保加入者だけの問題ではありません。将来を考えると、ほと

んどの市民にかかわる問題です。累積赤字の一般会計からの法定外繰入による解消と現在

の被保険者の負担軽減を求めて、この決算には反対をいたします。

次に、認定第６号、令和６年度介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、これ

については意見を付しての賛成といたします。

今回のこの保険料改定前の令和５年度末時点での介護保険の基金の総額は約５億８，０

００万円。これに毎年の黒字で発生する前年度繰越金の３億４，０００万円を加えますと、

中間市介護保険の財政は、実に９億円の余裕を抱えています。毎月の一人当たり介護保険

料から一律に１，０００円を引き下げるのに必要な年間予算は約１億８，０００万円です

が、それを実施しても今後５年間は十分安定した財政運営ができます。

令和６年度からの第９期保険料は結果として確かに引下げはありましたが、月にして標

準の方で３０６円であります。中には、値上げをした方もおられます。今の財政的余裕と

の関係で見れば余りにも低すぎます。こうした保険料や税の公費の義務的負担は、生活費

として使われる可処分所得を引き下げ、地域経済にマイナスの効果をもたらします。

逆に、ここに手を入れると、市内経済循環にプラスの効果をもたらし、税収の伸びや雇

用の創出といったプラス効果につながり、ひいては中間市財政の健全な発展につながりま

す。仮に介護保険制度が財政上厳しい局面に陥った場合には、一般会計の年間１０数億円

とも言われる財政調整基金の新たなため込みの中止、あるいは７０億円もの財政調整基金

の取崩しを行うことによって、今後の安定した介護保険事業の運営、十分に可能でありま

す。低いとはいえ一応介護保険料の引下げをしていますので、今後の長期的展望に立った

介護保険事業の実施を求めて、この決算内容については意見を付しての賛成といたします。

次に、認定第７号、令和６年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、反

対意見を申し述べます。

人間高齢になると体が弱り、いろんな病気のため医療費がかかるというのは当然のこと

です。これを公的に保障し、全体として安心できる制度設計が医療保険の役割であります。

ところが、この制度はあえて医療費のかかる高齢者をわざわざ従来の医療保険から外し、

一定の負担を他の保険者に求めるという制度設計で開始されました。結果として、減額さ

れたのは国と企業の負担であります。まず、年齢で振り分ける差別的制度設計の医療保険
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については反対であります。

今、高齢者の医療に対する個人負担は当初の１割から２割、３割へと、引上げがなされ

たり計画されたりして、どんどん改悪されています。こうした制度下のこの保険のあり方

については反対であります。

また、認定第９号、令和６年度中間市水道事業会計利益の処分及び決算認定についての

反対意見を申し述べます。

その理由は、浄水場の一部民間委託についてです。今後の安定した水道事業を考えます

と、民間委託はその業務の安定的運営に逆行いたします。命の源でもある水の供給は、地

方自治体にとって重要な責任のある仕事です。民間委託ではなく、安定的な運用である公

務員による直営を求め、この認定については反対いたします。

〇議長（中野 勝寛君）

ほかに討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

これにて討論を終結いたします。

これより、認定第１号から認定第９号までの令和６年度各会計決算認定９件を順次採決

いたします。

議題のうち、まず、認定第１号、令和６年度中間市一般会計歳入歳出決算認定について

を採決いたします。この採決は起立により行います。

本決算に対する委員長の報告は認定すべきであるとするものであります。本決算は委員

長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（起立）

〇議長（中野 勝寛君）

起立多数であります。よって、認定第１号は委員長の報告のとおり認定することに決し

ました。

次に、認定第２号、令和６年度中間市特別会計国民健康保険事業歳入歳出決算認定につ

いてを採決いたします。この採決は起立により行います。

本決算に対する委員長の報告は認定すべきであるとするものであります。本決算は委員

長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（起立）

〇議長（中野 勝寛君）

起立多数であります。よって、認定第２号は委員長の報告のとおり認定することに決し

ました。

次に、認定第３号、令和６年度中間市住宅新築資金等特別会計歳入歳出決算認定につい

てを採決いたします。
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お諮りいたします。本決算に対する委員長の報告は認定すべきであるとするものであり

ます。本決算は委員長の報告のとおり認定することにご異議はありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、認定第３号は委員長の報告のとおり認定されました。

次に、認定第４号、令和６年度中間市地域下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

てを採決いたします。

お諮りいたします。本決算に対する委員長の報告は認定すべきであるとするものであり

ます。本決算は委員長の報告のとおり認定することにご異議はありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、認定第４号は委員長の報告のとおり認定されました。

次に、認定第５号、令和６年度中間市公共用地先行取得特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを採決いたします。

お諮りいたします。本決算に対する委員長の報告は認定すべきであるとするものであり

ます。本決算は委員長の報告のとおり認定することにご異議はありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、認定第５号は委員長の報告のとおり認定されました。

次に、認定第６号、令和６年度中間市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

を採決いたします。

お諮りいたします。本決算に対する委員長の報告は認定すべきであるとするものであり

ます。本決算は委員長の報告のとおり認定することにご異議はありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、認定第６号は委員長の報告のとおり認定されました。

次に、認定第７号、令和６年度中間市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

てを採決いたします。この採決は起立により行います。

本決算に対する委員長の報告は認定すべきであるとするものであります。本決算は委員

長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（起立）

〇議長（中野 勝寛君）

起立多数であります。よって、認定第７号は委員長の報告のとおり認定することに決し

ました。

次に、認定第８号、令和６年度中間市公共下水道事業会計利益の処分及び決算認定につ
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いてを採決いたします。

お諮りいたします。本決算に対する委員長の報告は原案可決及び認定すべきであるとす

るものであります。本決算は委員長の報告のとおり原案可決及び認定することにご異議は

ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、認定第８号は委員長の報告のとおり原案可決及び認定

されました。

次に、認定第９号、令和６年度中間市水道事業会計利益の処分及び決算認定についてを

採決いたします。この採決は起立により行います。

本決算に対する委員長の報告は原案可決及び認定すべきであるとするものであります。

本決算は委員長の報告のとおり原案可決及び認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（起立）

〇議長（中野 勝寛君）

起立多数であります。よって、認定第９号は委員長の報告のとおり原案可決及び認定す

ることに決しました。

────────────・────・────────────

日程第１０．第４０号議案

日程第１１．第４１号議案

日程第１２．第４２号議案

日程第１３．第４３号議案

日程第１４．第４４号議案

日程第１５．第４５号議案

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第１０、第４０号議案から日程第１５、第４５号議案までの令和７年度各会

計補正予算６件を一括議題とし、各常任委員長の報告を求めます。

まず、大和永治総合政策委員長。

〇総合政策委員長（大和 永治君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております第４０号議案及び第４１号議案の

うち、総合政策委員会に付託されました所管部分について審査を行いましたので、その概

要と結果をご報告申し上げます。

はじめに、第４０号議案、令和７年度中間市一般会計補正予算（第５号）について申し

上げます。

まず、今回の補正予算の歳入の主なものとして、交付額の確定に伴い、地方特例交付金

が８２万１，０００円増額されています。地方交付税におきましては、普通交付税額が確
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定し、包括算定経費などを中心として、基準財政需要額が増額となったことや、骨格予算

の編成に伴う調整のため、当初予算には推計額の一部の計上が留保されていることにより、

決定額が予算額を上回ったことから、２億５，６２３万４，０００円が増額されています。

また、繰入金におきましては、臨時経済対策費により措置された額を経済対策事業への

充当財源とするため、財政調整基金繰入金に６，８４０万７，０００円が計上されていま

す。

次に、歳出の主なものとして、総務費におきまして、市庁舎本館及び別館の外壁改修な

どに向けたアスベスト調査の実施費用と給排水設備の長寿命化のためのトイレ改修工事費

に合計１，１８２万５，０００円が計上されています。

また、地域活性化イベントとして、花火大会など、なかま春祭り実施に要する経費とし

て４７０万円が計上されています。

市民会館に関する事業として、空調の大規模更新及び照明のＬＥＤ化の工事費に３億７，

４９２万３，０００円が計上されており、当該事業については、実施期間が２年間に及ぶ

ことから総額７億４，９８４万６，０００円の継続費が併せて設定されています。また、

事業の財源調整のため、財政調整基金積立金が１億６８６万２，０００円増額されていま

す。

また、教育費におきましては、価格高騰に対する経済的支援の一環として、下半期分の

小中学校の給食費を緊急的に全額補助する経費に８，８３１万６，０００円が計上されて

おり、併せて、この補助により不要となる小中学校の就学援助扶助費の給食費分が１，

９０９万３，０００円減額されています。また、篤志家２名からなかま夢応援奨学金の原

資として追加寄附をいただいたことを受け、奨学基金への積立金として２０７万円が計上

されています。

以上により、歳入歳出それぞれ１１億１，３３３万３，０００円を追加し、予算の総額

を歳入歳出それぞれ２０３億１，９２９万８，０００円とするものです。

次に、第４１号議案、令和７年度中間市一般会計補正予算（第６号）について申し上げ

ます。

今回の補正予算は、先ほどご報告いたしました第４０号議案の調製後、多額の未熟児養

育医療費の支出が見込まれる事案が急きょ生じたことから、重ねて提案されているもので

あり、補正予算の歳出におきまして、総務費について、財源調整のため財政調整基金積立

金が３８１万２，０００円減額されております。

以上により、歳入歳出それぞれ１，１４３万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞ

れ２０３億３，０７２万８，０００円とするものです。

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。

最後にそれぞれ採決いたしました結果、第４０号議案及び第４１号議案はいずれも全員

賛成で原案どおり可決すべきであると決した次第であります。ご審議のほどよろしくお願
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い申し上げまして、委員長の報告を終わります。

〇議長（中野 勝寛君）

次に、下川俊秀市民厚生委員長。

〇市民厚生委員長（下川 俊秀君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております第４０号議案及び第４１号議案の

うち、市民厚生委員会に付託されました所管部分並びに第４２号議案から第４４号議案ま

での補正予算５件について審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。

はじめに、第４０号議案、令和７年度中間市一般会計補正予算（第５号）について申し

上げます。

まず、歳入の主なものとして、国庫支出金において、地域介護・福祉空間整備等施設整

備交付金に７７３万円が、保育所等整備事業費補助金に２億５８３万８，０００円が、子

ども・子育て支援交付金に５４４万６，０００円がそれぞれ計上されています。

また、県支出金において、保育所等給食支援事業費補助金に５１０万９，０００円が計

上されています。

次に、歳出の主なものとして、民生費において、市内の認知症高齢者グループホームの

大規模修繕費を補助する地域介護・福祉空間整備事業補助金に７７３万円が、移動用の車

両を借り上げて高齢者に交通手段を提供する高齢者移動支援サービス事業をモデル事業と

して実施する費用に１５万円がそれぞれ計上されています。

また、市内の私立保育所が認定こども園として園舎を新設する事業費を補助する保育所

等整備事業費補助金に２億５，８６０万９，０００円が計上されています。

討論において、「個人情報のデジタル化については、諸外国では厳しいチェックが行わ

れているが、日本は曖昧なまま情報の集中化が一方的に進められている。こうした制度設

計をさらに進める補正予算については反対する。」との意見がありました。

次に、第４１号議案、令和７年度中間市一般会計補正予算（第６号）について申し上げ

ます。

まず、歳入として、未熟児養育医療費に係る国庫支出負担金に７６２万円が、県負担金

に３８１万円がそれぞれ増額されており、歳出として、民生費において、養育医療に要す

る経費に１，５２４万２，０００円が増額されています。

次に、第４２号議案、令和７年度中間市特別会計国民健康保険事業補正予算（第２号）

について申し上げます。

まず、歳入の主なものとして、子ども・子育て支援金制度の開始に伴う総合行政システ

ムの改修業務に係る経費に対して交付される国庫補助金に１３２万円が、会計年度任用職

員人件費の増額補正に伴い、その財源を一般会計からの繰入金で対応するため、職員給与

費等繰入金に２５４万１，０００円がそれぞれ増額されています。

次に、歳出の主なものとして、先ほど申し上げたシステムの改修業務に係る経費に１３２万
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円が、職員の育児休業の延長に伴う会計年度任用職員の任用に要する人件費に２５４万１，

０００円が増額されています。

また、令和６年度決算額の確定により、前年度繰上充用金に不用額が生じたことから、

３，１１０万８，０００円が減額されています。

以上により、歳入歳出それぞれ２，７２４万７，０００円が減額され、予算総額は歳入

歳出それぞれ５１億８，９０７万５，０００円となっております。

討論において、「失業者あるいは低年齢者、年金者等で構成される国民健康保険に子育

て支援部分の保険税の課税を求めるということ自体問題だと思うため、この補正予算につ

いては反対する。」との意見がありました。

次に、第４３号議案、令和７年度中間市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて申し上げます。

まず、保険事業勘定の歳入の主なものとして、歳出補正に伴う財源調整として、前年度

繰越金が１，８９１万７，０００円追加計上されています。

次に、保険事業勘定の歳出の主なものとして、地域支援事業による職員人件費として、

一般職職員給料に５０万円、職員手当等に５０万円、一般介護予防事業費として、地域介

護予防活動支援事業委託料に８６万４，０００円、使用料及び賃借料に１９万８，０００円、

備品購入費に１０万円がそれぞれ増額されています。

また、令和６年度事業における介護給付費の確定に伴う返還金として、国庫負担金返還

金に１９３万４，０００円、県負担金返還金を１，０６６万３，０００円、地域支援事業

費の確定に伴う返還金といたしまして、国庫返還金に１６７万５，０００円、県返還金に

８８万６，０００円、支払基金返還金に８９万２，０００円がそれぞれ増額されています。

また、介護保険事業費の確定に伴う返還金として、国庫補助金返還金に４９万５，０００円

が増額されています。

以上により、歳入歳出それぞれ２，０８２万１，０００円が追加され、予算総額は歳入

歳出それぞれ５１億５，５２６万５，０００円となっています。

次に、第４４号議案、令和７年度中間市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に

ついて申し上げます。

まず、歳入の主なものとして、子ども・子育て支援金制度導入に伴うシステム改修に伴

う国庫補助金に３０８万円が増額され、福岡県後期高齢者医療広域連合からの保険料還付

金に１２６万６，０００円が増額されています。

次に、歳出の主なものとして、先ほどご説明いたしましたシステム改修に係る経費に

３０８万円が増額され、被保険者への保険料還付金に１２６万６，０００円が増額されて

います。

以上により、歳入歳出それぞれ４３４万７，０００円が増額され、予算総額は歳入歳出

それぞれ１０億１，１２７万９，０００円となっています。
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討論において、「子育てが終わった高齢者に、さらに子育て支援部分の保険料の加算を

求める制度設計そのものに問題があると思うことから、この補正予算には反対する。」と

の意見がありました。

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。

最後に、それぞれ採決いたしました結果、第４０号議案、第４２号議案及び第４４号議

案については賛成多数、第４１号議案、第４３号議案については全員賛成で原案どおり可

決すべきと決した次第であります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げまして、委員長

の報告を終わります。

〇議長（中野 勝寛君）

次に、田口善大産業消防委員長。

〇産業消防委員長（田口 善大君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております第４０号議案のうち、産業消防委

員会に付託されました所管部分及び第４５号議案について審査を行いましたので、その概

要と結果をご報告申し上げます。

はじめに、第４０号議案、令和７年度中間市一般会計補正予算（第５号）について申し

上げます。

歳入につきましては、県補助金において、地域猫活動支援事業補助金として１０万５，

０００円が計上されております。

次に、歳出の主なものにつきましては、総務費では、世界遺産登録１０周年を迎えるに

当たり、当初計画していたイベントに加え、新たなる事業として世界遺産１０周年記念電

車ラッピング事業、世界遺産１０周年記念マンホール制作事業等に係る費用３５８万２，

０００円が計上されております。

農林水産業費では、農産物への水害リスクを減らすため、河川等に堆積した土砂や繁茂

した樹木を緊急かつ集中的に除去し、河川等の流下能力を回復・確保する工事に２８３万

円が計上されております。

商工費では、工業排水を適切に処理し、農業用水路などへの流入を防ぐこと及び排水施

設の管理を公共機関が行うことで企業の負担軽減を図り、企業の生産性の向上に寄与する

ことを目的とした工業排水設備である五楽・虫生津工業団地の虫生津ポンプ室の更新及び

仮設ポンプに係る費用１，５６４万１，０００円が計上されております。

消防費におきましては、導入から２５年が経過した、経年劣化が著しいはしご車の更新

費用として、令和７年度の歳出予算への計上はありませんが、令和８年度までの限度額１億

６，７２７万９，０００円の債務負担行為が設定されております。

次に、第４５号議案、令和７年度中間市水道事業会計補正予算（第１号）について申し

上げます。

今回の補正予算は、本市が平成元年に給水人口の増加に対応するため、遠賀町で配水池
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建設予定地として３，３５８万円で取得した土地について、その後の給水人口減少等によ

り不要となったため、当該用地を１，０４０万円で売却するに当たり、必要となる予算が

計上されるものです。

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。

最後に採決いたしました結果、第４０号議案及び第４５号議案についてはいずれも全員

賛成で原案どおり可決すべきと決した次第であります。よろしくご審議のほどお願い申し

上げまして、委員長の報告を終わります。

〇議長（中野 勝寛君）

これより質疑に入ります。

ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論はありませんか。田口澄雄議員。

〇議員（７番 田口 澄雄君）

日本共産党の田口澄雄です。

この補正予算のうち第４０号議案、第４２号議案、第４４号議案については反対をいた

します。

まず、第４０号議案、令和７年度中間市一般会計補正予算（第５号）について、反対意

見を申し述べます。

市民課の社会保障・税番号制度システム整備についてです。国の政策でデジタル化が今

急速に進められています。国民生活の利便性を強調しますが、結果は、民間企業の利益優

先のための施策です。国民の生活関連情報が企業に集約をされ、もうけのために使われる

危険性が高まります。厳しいチェック機能の確保と同時に進めるべきです。そうした点で

は、情報漏えいが次々と報じられる現状を見ても、安全確保の体制が不備です。現時点で

の今のようなやり方での推進に反対をいたします。

次に、第４２号議案、令和７年度中間市特別会計国民健康保険事業補正予算（第２号）

について、反対をいたします。

子ども・子育て支援金制度創設のための予算が含まれています。医療保険等の保険料負

担に子ども・子育て予算を求める国はほかにありません。しかも、この国保は低所得者や

年金生活者あるいは失業者が大半を占める医療保険制度です。もともと国保は、単に均等

割、平等割、所得割の各合計で課税をされてきましたが、平成１２年度からは、医療分、

介護分、後期高齢者分と３つの部分にわけ、それぞれに均等割、平等割、所得割がかかる

という非常に複雑な制度設計に変えられました。今回は、これにさらに子育て支援部分が

加えられ、４つの構成部分の合算額が国保の税額となるものです。余りにも複雑です。
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また、現在でも負担困難な国保加入者に、さらに負担を求めるこのような制度設計には

反対であります。

次に、第４４号議案、令和７年度中間市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に

反対いたします。

これも国保と同様、子ども・子育て支援金制度創設のための予算が含まれています。後

期高齢者医療制度は７５歳からの加入であり、直接的には子育てとあまり関係のない世代

です。こうした方々にまで、元来国や企業が負担すべき費用の負担を求めることについて

は反対です。よって、この補正予算案には反対いたします。

〇議長（中野 勝寛君）

ほかに討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

これにて討論を終結いたします。

これより、第４０号議案から第４５号議案までの令和７年度各会計補正予算６件を順次

採決いたします。

議題のうち、まず、第４０号議案、令和７年度中間市一般会計補正予算（第５号）を採

決いたします。この採決は起立により行います。

本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決すること

賛成の諸君の起立を求めます。

（起立）

〇議長（中野 勝寛君）

起立多数であります。よって、第４０号議案は委員長の報告のとおり可決されました。

次に、第４１号議案、令和７年度中間市一般会計補正予算（第６号）を採決いたします。

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告

のとおり決することにご異議はありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、第４１号議案は委員長の報告のとおり可決されました。

次に、第４２号議案、令和７年度中間市特別会計国民健康保険事業補正予算（第２号）

を採決いたします。この採決は起立により行います。

本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決すること

賛成の諸君の起立を求めます。

（起立）

〇議長（中野 勝寛君）

起立多数であります。よって、第４２号議案は委員長の報告のとおり可決されました。



- 163 -

次に、第４３号議案、令和７年度中間市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）を採

決いたします。

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告

のとおり決することにご異議はありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、第４３号議案は委員長の報告のとおり可決されました。

次に、第４４号議案、令和７年度中間市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を

採決いたします。この採決は起立により行います。

本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決すること

に賛成の諸君の起立を求めます。

（起立）

〇議長（中野 勝寛君）

起立多数であります。よって、第４４号議案は委員長の報告のとおり可決されました。

次に、第４５号議案、令和７年度中間市水道事業会計補正予算（第１号）を採決いたし

ます。

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告

のとおり決することにご異議はありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、第４５号議案は委員長の報告のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第１６．第４６号議案

日程第１７．第４７号議案

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第１６、第４６号議案及び日程第１７、第４７号議案の条例改正２件を一括

議題とし、各常任委員長の報告を求めます。

まず、大和永治総合政策委員長。

〇総合政策委員長（大和 永治君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております第４６号議案、中間市職員の勤務

時間、休暇等に関する条例及び中間市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例について審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。

今回の条例改正は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す

る法律が改正されることに合わせて、人事院規則が改正されたことに伴い、本市の関係条

例についても同様の改正を行うものとなっています。
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条例改正の主な内容は、中間市職員の勤務時間、休暇等に関する条例については、仕事

と育児の両立支援制度についての情報提供等、同制度を利用しやすい勤務環境の整備等に

関する事項について定めるものとなっており、また、中間市職員の育児休業等に関する条

例については、部分休業制度について、勤務時間の始め又は終わりに限り取得可能とする

取扱いを廃止するとともに、新設される取得パターンの請求可能時間の上限を勤務日１０日

相当の時間とするなど、人事院規則等に準じた内容を定めるものとなっています。

なお、条例の施行日は、令和７年１０月１日となっています。

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。

最後に採決いたしました結果、第４６号議案は全員賛成で原案どおり可決すべきと決し

た次第であります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げまして、委員長の報告を終わり

ます。

〇議長（中野 勝寛君）

次に、田口善大産業消防委員長。

〇産業消防委員長（田口 善大君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております第４７号議案について審査を行い

ましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。

第４７号議案、中間市消防団条例及び中間市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に

関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。

今回の条例改正は、消防団員の入団資格要件の見直し及び休団制度を新設することによ

り、消防団員の確保及び定着を促進し、地域防災力の強化を図るものです。

条例改正の内容といたしましては、まず、中間市消防団条例に規定する消防団員の入団

資格要件のうち、年齢要件にあっては上限年齢を撤廃し、居住要件にあっては本市に勤務

する方についても要件を満たすこととするものです。

次に、転勤や育児、介護などの事情により消防団の職務に従事することができない団員

が、一時的に休職することができる休団制度を設けることとし、同条例においてその手続

等を定めるものです。

また、休団制度の創設に当たり、消防団員の退職報償金の取扱いについて定める必要が

あることから、休団した期間がある場合においては、その期間は退職報償金の支給基礎と

なる勤務年数に算入しない旨の規定が追加されております。

なお、条例の施行日は、令和７年１０月１日となっています。

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。

最後に採決いたしました結果、第４７号議案は全員賛成で原案どおり可決すべきと決し

た次第であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終わり

ます。

〇議長（中野 勝寛君）
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これより質疑に入ります。

ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

討論なしと認めます。

これより、第４６号議案及び第４７号議案の条例改正２件を順次採決いたします。

議題のうち、まず、第４６号議案、中間市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び中

間市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告

のとおり決することにご異議はありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、第４６号議案は委員長の報告のとおり可決されました。

次に、第４７号議案、中間市消防団条例及び中間市非常勤消防団員に係る退職報償金の

支給に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告

のとおり決することにご異議はありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、第４７号議案は委員長の報告のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第１８．第４８号議案

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第１８、第４８号議案、中間市立小中学校学習者用端末の購入についてを議

題とし、総合政策委員長の報告を求めます。

大和永治総合政策委員長。

〇総合政策委員長（大和 永治君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております第４８号議案、中間市立小中学校

学習者用端末の購入について審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げま

す。

ＧＩＧＡスクール構想に基づく児童生徒一人１台の中間市立小中学校学習者用端末につ
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きましては、端末の更新時期を迎えることから、必要台数分のタブレット端末を整備する

必要があるため、福岡県の共同調達の受託候補者となった株式会社内田洋行九州支店から

端末を購入するに当たり、地方自治法第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求められたも

のです。

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。

最後に採決いたしました結果、全員賛成で原案どおり可決すべきと決した次第でありま

す。ご審議のほどよろしくお願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。

〇議長（中野 勝寛君）

これより質疑に入ります。

ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論はありませんか。田口澄雄議員。

〇議員（７番 田口 澄雄君）

日本共産党の田口澄雄です。

第４８号議案、中間市立小中学校学習者用端末の購入について、反対意見を申し述べま

す。

中間市では、令和２年度に国の半額負担で全生徒への学習用指導端末の支給がなされま

した。今回は、その減価償却期限の満了に伴うもので、総額約１億５，０００万円でパソ

コンを約３，０００台、来年の３月３１日までに納入をしようというものであります。

この計画は、ＩＣＴを教育環境に活用しようとするＧＩＧＡスクール計画から来るもの

ですが、補助率が３分の２のため自治体の負担もあります。こうした学校教育でＩＣＴ機

器そのものを使うことは決して否定されるべきものではありませんが、保護者負担の解消、

どのように使うのか、子どもたちの健康被害をどう防ぐのか、教員の支援をするＩＣＴ支

援員の増員、個人情報の保護など、丁寧な対応が前提です。

また、今回はデジタル教科書の購入費も国の予算では計上されていますが、こうした安

易な導入はいかがなものでしょうか。諸外国では、先行して導入した国で読み書き計算な

どの基礎学力の低下や健康被害から、紙の教科書に戻すケースも生まれています。また、

デジタル機器の健康被害等を防ぐために、こうした使用に年齢制限を行っている国もふえ

ています。

もともと、教育は文部科学省の管理下で行われていましたが、現在は、このこともあっ

て、経済産業省が教育に大きく関わってきています。教育のためではなく、企業のもうけ

のために、こうした教育分野のデジタル化が急速に進められていることが見て取れます。
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我が国の自動車産業の国内市場がトヨタで２００兆円と言われる中で、こうしたデジタ

ル分野は、その５倍の１，０００兆円の市場だと言われています。何よりも子どもたちに

とってこれでよいのかという視点から、このことについては再考を求め、この議案には反

対をいたします。

〇議長（中野 勝寛君）

ほかに討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

これにて討論を終結いたします。

これより、第４８号議案、中間市立小中学校学習者用端末の購入についてを採決いたし

ます。この採決は起立により行います。

本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決すること

に賛成の諸君の起立を求めます。

（起立）

〇議長（中野 勝寛君）

起立多数であります。よって、第４８号議案は委員長の報告のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第１９．会議録署名議員の指名

〇議長（中野 勝寛君）

これより、日程第１９、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８５条の規定により、議長において、田口澄雄議

員及び大村秀三議員を指名いたします。

────────────・────・────────────

〇議長（中野 勝寛君）

以上をもちまして、今期定例会に付議された案件は全て議了いたしました。

よって、令和７年第５回中間市議会定例会は、これにて閉会いたします。

午前11時06分閉会

──────────────────────────────
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